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吸収分割に係る事前開示書類 

（会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 192 条に定める書面） 

 

東京都中野区中央二丁目 48 番５号 

株式会社高見沢サイバネティックス 

代表取締役社長 髙見澤 和夫 

 

株式会社高見沢サイバネティックス（以下「当社」といいます。）は、当社を吸

収分割承継会社とし、富士通フロンテック株式会社（以下「分割会社」といいま

す。）を吸収分割会社とする吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行う

ことにいたしました。なお、本吸収分割は、当社においては会社法第 796 条第２項

に定める簡易分割となります。 

本吸収分割に関する会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 192 条に定める

事前開示事項は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１． 吸収分割契約の内容（会社法第 794 条第１項） 

別紙１のとおりです（以下「本吸収分割契約」といいます。）。 

 

２． 分割対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 192 条第１号） 

本吸収分割に際して、当社は分割会社に対して、承継する権利義務の対価とし

て金 445,200,000 円に、本吸収分割契約第３条第１項に定める調整を行った金

額の金銭を交付します。当該金額は、第三者機関が実施したバリュエーション

結果をもとに、承継する権利義務の内容及び承継対象事業の事業性等を勘案し

て、当社と分割会社が協議・交渉の上で決定したものであり、相当であるもの

と判断しております。 

 

３． 会社法第 758 条第８号に関する事項（会社法施行規則第 192 条第２号） 

該当事項はありません。 

 

４． 会社法第 758 条第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項（会社法施行規則第 192 条第３号） 

該当事項はありません。 

 

５． 分割会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 192 条第４号） 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規則第 192 条第４号

イ） 

別紙２のとおりです。 

 



（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容

（会社法施行規則第 192 条第４号ロ） 

該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担そ

の他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規

則第 192 条第４号ハ） 

① 子会社株式の現物配当の件 

分割会社は、2025 年 3 月 28 日の臨時株主総会において、トータリゼー

タエンジニアリング株式会社および株式会社富士通フロンテックシス

テムズの発行済株式の全部を配当財産とする剰余金の配当を決議して

います。この結果、両社は、2025 年 4 月 1 日に、富士通株式会社の直

接の完全子会社となっています。 

② 富士通Ｊａｐａｎ株式会社との吸収分割契約締結の件 

分割会社は、2025 年 5 月 7 日に、富士通Ｊａｐａｎ株式会社との間

で、2025 年 7 月 1 日を効力発生日として、分割会社の「医療ソリュー

ション関連機器」の設計・販売・工事・保守および「医療ソリューシ

ョン関連ソフトウェア・システム・サービス」の開発・販売・導入・

保守事業に関する権利義務を富士通Ｊａｐａｎ株式会社へ承継させる

吸収分割契約を締結しています。 

③ 株式会社富士通フロンテックシステムズとの吸収分割契約締結の件 

分割会社は、2025 年 5 月 7 日に、株式会社富士通フロンテックシステ

ムズとの間で、2025 年 7 月 1 日を効力発生日として、分割会社のファ

イナンス＆リテール事業本部が所管する ATM 監視・警送アウトソーシ

ングサービス事業に関する権利義務を株式会社富士通フロンテックシ

ステムズへ承継させる吸収分割契約を締結しています。 

④ 富士通株式会社との吸収分割契約締結の件 

分割会社は、2025 年 12 月 23 日に、富士通株式会社との間で、2026 年

4 月 1 日を効力発生日として、分割会社の流通製品・流通関連サービス

事業、静脈認証関連事業および RFID 関連事業に関して有する権利義務

を富士通株式会社へ承継させる吸収分割契約を締結しています。 

⑤トータリゼータエンジニアリング株式会社との吸収分割契約締結の件 

分割会社は、2025 年 12 月 22 日に、トータリゼータエンジニアリング

株式会社との間で、2026 年 4 月 1日を効力発生日として、分割会社の

中古車せり関連機器および中古車せり関連ソフトウェア・システム・

サービスの開発・販売・導入・保守事業に関して有する権利義務をト

ータリゼータエンジニアリング株式会社へ承継させる吸収分割契約を

締結しています。 

⑥ 資本金及び準備金の額の減少、剰余金の配当の件 

分割会社は、2026 年 3 月 31 日に、資本金の額を 8,357 百万円、資本準

備金の額を 8,202 百万円減少し、それぞれ 100 百万円、0 円としていま

す。また、同日付で臨時配当 5,000 百万円を実施しています。 



⑦ 日本金銭機械株式会社との事業譲渡契約締結の件 

分割会社は、2026 年 3 月 10 日に、日本金銭機械株式会社との間で、

2026 年 7 月 1 日を効力発生日として、分割会社の中・小型リサイクラ

ー及びディスペンサー製品の開発、販売、技術サポート及びリペアに

係る事業に関して有する権利義務を日本金銭機械株式会社へ譲渡する

事業譲渡契約を締結しています。 

⑧ 当社との本吸収分割契約締結の件（本吸収分割） 

分割会社は、2026 年 4 月 16 日に、当社との間で、2026 年 8 月 1 日を

効力発生日として、分割会社のエアラインプリンタの開発、販売、テ

クニカルサポート及び保守・リペアに係る事業に関して有する権利義

務を当社へ承継させる本吸収分割契約を締結しています。 

 

６． 当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規

則第 192 条第６号） 

該当事項はありません。 

 

７． 本吸収分割が効力を生ずる日以後における当社の債務の履行の見込みに関する

事項（会社法施行規則第 192 条第７号） 

本吸収分割の効力発生日以降における当社の資産の額は、その負債の額を十分

に上回ることが見込まれます。また、本吸収分割後の当社の収益状況及びキャ

ッシュ・フローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態

は、現在のところ予測されておりません。従いまして、本吸収分割の効力発生

日以後における当社の債務について履行の見込みがあるものと判断しておりま

す。 

 

以上 



 

別紙１ 吸収分割契約 

 

（添付のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

別紙２ 分割会社の最終事業年度に係る計算書類等 

 

（添付のとおり） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等 

別紙 2 















































独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

２０２５年５月３０日

富 士 通 フ ロ ン テ ッ ク 株 式 会 社

代表取締役社長   櫛 田 龍 治 殿

東 京 事 務 所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 廣 瀬  美 智 代

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 岡 村  直

監査意見
 当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、富士通フロンテック株式会
社の２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日までの第１１０期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
 計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査役の責任
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。

EY新日本有限責任監査法人



 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。
 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の
表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

 監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。

利害関係
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以  上






